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錦

町

に
し
き

ま
ち

（役 場）

一 
 

概

況

二 
 

町
名
の
由
来

 
 

県
南
部
、
球
磨
盆
地
の
中
央
に
位
置
す
る
、
人
口
一
一
、
〇
七
五
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、

面
積
約
八
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
町
で
あ
る
。
東
は
あ
さ
ぎ
り
町
、
北
は
相
良
村
、
西
は
人

吉
市
、
ま
た
南
は
標
高
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
九
州
山
脈
を
境
に
し
て
宮
崎
県
に
そ
れ
ぞ
れ

接
し
て
い
る
。
大
平
山
な
ど
の
南
部
山
岳
地
帯
に
源
を
発
す
る
高
柱
川
、
大
谷
川
、
水
無
川
な

ど
が
北
へ
流
れ
て
、
中
央
部
を
東
か
ら
西
へ
貫
流
す
る
球
磨
川
に
合
流
し
て
い
る
。
こ
の
球
磨

川
を
中
に
挟
ん
で
南
北
に
水
田
地
帯
が
開
け
、
人
家
、
畑
、
そ
し
て
山
と
続
き
東
北
八
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
、
南
北
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
を
な
し
て
い
る
。

 
 

米
を
は
じ
め
畜
産
、
梨
、
桃
、
メ
ロ
ン
な
ど
の
果
樹
、
茶
な
ど
、
農
業
が
中
心
の
町
で
あ
る

が
、
近
年
は
企
業
誘
致
も
進
ん
で
い
る
。

 
 

球
磨
川
に
沿
っ
て
く
ま
川
鉄
道
が
東
西
に
走
り
、
町
内
に
は
木
上
、
一
武
、
肥
後
西
村
の
三

駅
が
あ
る
。
こ
の
鉄
道
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
北
を
走
る
県
道
人
吉
水
上
線
、
南
を
走
る
国
道
二
一

九
号
に
そ
れ
ぞ
れ
定
期
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
新
宮
寺
、
木
上
城
趾
、
大
平
渓
谷
、
国
指
定
重
要
文
化
財
桑
原
家
住

宅
、
剣
豪
丸
目
蔵
人
佐
の
墓
な
ど
が
あ
る
。
新
宮
寺
は
、
京
都
宇
治
の
万
福
寺
の
末
寺
、
黄
檗

宗
の
寺
院
で
、
堂
内
に
は
多
く
の
聖
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
木
上
城
趾
は
、
ま
た
の
名
を
岩

城
と
も
言
わ
れ
、
石
灰
岩
で
つ
く
ら
れ
た
高
地
に
あ
り
、
東
部
お
よ
び
南
部
は
断
崖
絶
壁
で
、

南
に
球
磨
川
、
東
西
に
広
漠
と
し
た
平
野
を
望
む
要
害
無
双
の
城
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
城
は
、

平
河
氏
が
治
め
て
い
た
が
、
後
に
相
良
氏
の
城
代
の
治
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

 
 

名
産
品
と
し
て
は
、
球
磨
焼
酎
が
あ
り
、
常
圧
蒸
留
酒
を
量
産
し
て
い
る
蔵
元
や
地
元
果
実

を
使
っ
た
リ
キ
ュ
ー
ル
酒
の
製
造
を
行
っ
て
い
る
蔵
元
が
あ
る
。

 
 

昭
和
の
合
併
時
の
三
か
村
名
を
折
衷
し
た
も
の
で
、
西
村
の
頭
文
字
の
「
ニ
」
、
一
武
村
の
頭

文
字
の
一
は
数
字
の
始
ま
り
で
「
シ
」
と
も
読
み
、
こ
れ
に
木
上
村
の
頭
文
字
の
「
キ
」
を
と

っ
て
「
ニ
シ
キ
」
（
錦
）
と
し
た
。

 
 

ま
た
、
三
か
村
が
相
協
力
し
て
錦
の
よ
う
な
麗
し
い
村
を
育
て
よ
う
と
い
う
願
い
も
こ
め
ら

れ
て
い
る
。



―1232―

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

 
 

西
、
一
武
、
木
上
の
三
か
村
は
、
面
積
、
人
口
そ
の
他
の
点
で
村
勢
が
ほ
ぼ
似
通
っ
て
お
り
、

村
民
性
や
風
俗
も
類
似
し
、
ま
た
村
界
を
隔
て
障
害
と
な
る
山
、
川
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
面
で

合
併
の
条
件
は
そ
ろ
っ
て
い
た
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
一
月
、
促
進
法
の
施
行
に
伴
な
い
県
が
発
表
し
た
西
、
一
武
、

木
上
の
三
か
村
の
合
併
試
案
に
よ
り
合
併
へ
の
動
き
が
あ
ら
わ
れ
、
今
後
健
全
財
政
の
確
立
を

期
し
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
期
待
す
る
に
は
、
適
正
規
模
の
町
村
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
と

 
 

源
頼
朝
の
時
代
、
平
河
義
高
が
郡
中
央
の
要
害
で
あ
っ
た
本
村
の
岩
城
に
拠
り
、
中
球
磨

地
方
を
統
治
し
て
い
た
。
頼
朝
の
晩
年
に
至
り
、
相
良
長
頼
が
新
た
に
球
磨
の
地
頭
に
封
ぜ

ら
れ
た
が
、
当
時
人
吉
城
主
で
あ
っ
た
矢
瀬
主
馬
祐
（
平
氏
）
の
反
抗
に
あ
い
、
義
高
に
応

援
を
求
め
た
の
で
、義
高
は
主
馬
祐
を
討
ち
、
相
良
氏
が
人
吉
に
入
城
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

平
河
氏
断
絶
の
後
は
、
相
良
氏
は
代
々
重
臣
を
城
代
と
し
て
岩
城
に
配
し
て
、
こ
の
地
方
の

統
治
を
容
易
な
ら
し
め
、
中
球
磨
の
政
治
、
文
化
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

 
 

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
西
村
、
一
武
村
と
同
様
の
経
過
を
経
て
、

七
年
に
は
第
一
四
大
区
第
六
小
区
と
な
っ
た
。
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、

深
田
村
と
同
一
行
政
区
域
と
な
り
、
そ
の
後
区
域
の
変
更
は
な
か
っ
た
が
、
二
二
年
の
町
村

制
の
施
行
に
伴
い
、
単
独
村
と
な
っ
た
。

 
 

一
武
と
い
う
名
の
由
来
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
武
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
寛
永
年
間
当
地

で
武
を
も
っ
て
名
を
な
し
た
丸
目
蔵
人
在
居
時
か
ら
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明

治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
人
吉
県
に
入
っ
た
が
、
人
吉
県
は
す
ぐ
八

代
県
と
合
併
し
、
さ
ら
に
八
代
県
は
白
川
県
に
編
入
さ
れ
た
。
七
年
、
西
村
と
と
も
に
第
一

四
大
区
第
五
小
区
と
な
っ
た
。
九
年
、
白
川
県
は
熊
本
県
と
改
称
さ
れ
た
が
、
一
二
年
の
郡

区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
郡
役
所
が
人
吉
に
置
か
れ
、
本
村
は
単
独
で
戸
長
役
場
を

設
け
て
一
武
村
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
年
の
改
正
で
西
村
と
同
一
行
政
区
と
な
っ
た
が
、

二
二
年
に
再
び
単
独
村
と
な
っ
た
。

に
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
再
び
単
独
村
と
し
て
村
政
を
行

な
っ
て
き
た
。

（
二
） 

 

一
武
村

（
三
） 

 

木
上
村

（
一
） 

 

西 

村

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

 
 

本
地
域
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
二
年
三
月
の
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
、人
吉
市
、

相
良
村
、
五
木
村
、
山
江
村
、
球
磨
村
と
の
六
市
町
村
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。

 
 

錦
町
は
、
平
成
一
四
年
一
二
月
、
こ
の
六
市
町
村
で
の
任
意
協
議
会
に
参
加
し
た
が
、
そ
の

後
の
協
議
の
結
果
、
将
来
像
を
語
る
た
め
の
具
体
的
資
料
が
出
て
こ
な
か
っ
た
な
ど
の
理
由
か

ら
、
町
は
法
定
協
議
会
へ
の
不
参
加
を
表
明
し
た
。
住
民
か
ら
も
特
に
合
併
に
向
け
た
動
き
は

な
く
、
そ
の
ま
ま
合
併
検
討
の
動
き
は
終
息
し
て
し
ま
っ
た
。（
第
二
編
「
人
吉
・
球
磨
地
域
」

参
照
）

 
 

相
良
家
七
〇
〇
年
の
治
下
に
あ
っ
た
本
村
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に

よ
り
人
吉
県
に
属
し
た
が
、
す
ぐ
に
八
代
県
に
合
併
さ
れ
、
の
ち
八
代
県
は
白
川
県
に
編
入

さ
れ
た
。
七
年
の
大
小
区
制
の
も
と
で
は
第
一
四
大
区
第
五
小
区
に
属
し
た
。
一
二
年
の
郡

区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
単
独
で
一
行
政
区
と
な
っ
た
が
一
七
年
、
一
武
村
と
と
も

西

村

一

武

村

木

上

村

西

村

一

武

村

木

上

村

西

村

一

武

村

木

上

村

錦

村

錦

町

錦

町

（
昭
三
〇
・
七
・
一
新
設
）（
昭
四
〇
・
四
・
一
町
制
施
行
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時
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い
う
意
識
が
関
係
各
村
間
に
起
こ
り
、
翌
二
九
年
四
月
一
四
日
、
関
係
各
村
合
併
懇
談
会
が
ま

ず
発
足
し
、
合
併
促
進
の
構
想
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
。 

ま
た
、
同
年
五
月
に
は
、
地
区
別
に
合
併
研
究
委
員
会
を
設
け
、
会
合
を
重
ね
て
基
礎
資
料
を

作
成
し
て
い
っ
た
。 

一
方
、
各
地
区
で
は
、
村
長
班
、
助
役
班
の
二
班
に
分
か
れ
て
、
二
七
か
所
に
わ
た
り
部
落

懇
談
会
を
行
な
い
、
村
民
の
声
を
聞
き
な
が
ら
啓
発
を
は
か
っ
た
。 

同
年
六
月
に
は
、
合
併
促
進
協
議
会
を
設
置
し
、
総
務
、
文
化
、
土
木
、
経
済
の
各
分
科
委

員
会
を
設
け
て
、
基
本
財
産
の
問
題
や
、
西
村
西
部
地
区
に
お
け
る
人
吉
市
合
併
研
究
会
等
に

よ
る
人
吉
市
へ
の
合
併
問
題
な
ど
を
解
決
し
て
い
っ
た
。 

こ
の
間
の
関
係
各
村
に
お
け
る
住
民
の
動
き
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（
一
） 

西 

村 

当
初
、
三
か
村
合
併
の
線
で
合
併
促
進
を
図
っ
た
と
こ
ろ
、
一
部
に
隣
接
地
人
吉
市
と
の
合

併
を
希
望
す
る
者
が
、人
吉
市
合
併
研
究
会
を
結
成
し
て
活
発
に
運
動
を
は
じ
め
た
。し
か
し
、

合
併
研
究
委
員
会
や
、
村
長
、
助
役
の
部
落
懇
談
会
に
よ
る
啓
発
の
結
果
、
三
〇
年
（
一
九
五

五
）
三
月
一
日
に
開
か
れ
た
村
民
大
会
で
は
人
吉
市
合
併
賛
成
派
も
人
吉
市
へ
の
合
併
意
思
を

ひ
る
が
え
し
、
三
か
村
合
併
で
意
見
の
一
致
を
み
た
。 

ま
た
、
三
か
村
合
併
に
つ
い
て
も
、
基
本
財
産
の
無
条
件
引
き
継
ぎ
を
め
ぐ
っ
て
一
時
難
航

し
た
が
、
合
併
促
進
協
議
会
で
地
上
権
設
定
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、こ
の
問
題
も
解
決
し
た
。 

（
二
） 

一
武
村 

当
初
か
ら
三
か
村
合
併
に
対
す
る
反
対
意
見
は
な
か
っ
た
が
、
基
本
財
産
の
無
条
件
引
き
継

ぎ
を
西
村
と
木
上
村
が
主
張
し
た
の
で
、
村
内
に
は
合
併
に
つ
い
て
異
論
が
起
こ
り
、
一
時
合

併
が
困
難
視
さ
れ
る
状
態
と
な
っ
た
が
、
合
併
促
進
協
議
会
で
数
回
に
わ
た
り
協
議
の
結
果
、

地
上
権
設
定
を
認
め
る
こ
と
に
し
て
こ
の
問
題
も
解
決
し
た
。 

（
三
） 

木
上
村 

合
併
に
つ
い
て
世
論
を
喚
起
し
、
合
併
委
員
会
を
設
け
て
啓
発
し
た
結
果
、
大
き
な
問
題
も

な
く
全
面
的
に
三
か
村
合
併
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
大
平
尾
部
落
は
、
役
場
か
ら
一
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
飛
び
地
で
、
宮

崎
県
飯
野
町
に
面
し
た
東
西
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
森
林
地
帯

で
あ
る
た
め
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）、
当
地
域
の
所
属
を
め
ぐ
っ
て
政
府
と
木
上
村
と
の
間

に
行
政
訴
訟
が
行
な
わ
れ
、
村
の
敗
訴
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
当
地
域
は
、
木
上
村
の
行
政

区
域
で
は
あ
る
が
全
部
国
有
地
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
住
民
の
全
部
が
宮
崎
県
側
か
ら
移
住
し

た
も
の
で
、交
通
は
軽
軌
道
に
よ
る
飯
野
町
と
の
連
絡
が
す
こ
ぶ
る
便
利
で
あ
る
た
め
、戸
籍
、

配
給
等
の
事
務
も
飯
野
町
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
を
は
じ
め
、
生
活
の
全
般
に
わ
た
っ
て
飯
野
町

に
依
存
し
て
お
り
、
た
だ
選
挙
だ
け
が
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
以
来
、
木
上
村
住
民
と
し

て
行
使
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
飯
野
町
で
は
、
宮
崎
県
編
入
委
員
会
を
設
け
て
宮
崎
県
編
入
促
進

の
動
き
を
示
し
た
が
、
県
お
よ
び
木
上
村
は
、
明
ら
か
に
熊
本
県
で
あ
る
以
上
、
宮
崎
県
編
入

に
は
絶
対
反
対
で
あ
る
と
し
て
応
じ
な
か
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
三
か
村
と
も
合
併
に
賛
意
を
表
わ
す
に
至
っ
た
の
で
、
三
〇
年
に
入
り
、

合
併
促
進
協
議
会
は
、
七
月
一
日
合
併
を
目
標
に
、
新
村
建
設
の
具
体
的
事
項
を
逐
次
審
議
の

う
え
決
定
し
た
。
六
月
一
日
、
関
係
三
か
村
の
議
会
に
お
い
て
合
併
の
議
決
を
行
な
い
、
七
月

一
日
、
三
か
村
は
合
併
し
て
新
し
く
錦
村
と
し
て
発
足
し
た
。 

そ
の
後
、
四
〇
年
四
月
一
日
、
町
制
を
施
行
し
錦
町
と
な
っ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

西
村
、
一
武
村
、
木
上
村
を
合
体
合
併
す
る
。 

（
二
） 

合
併
の
時
期 

 

昭
和
三
〇
年
七
月
一
日 

（
三
） 

新
村
名 

 

村
名
は
「
錦
村
」
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

役
場
は
、
一
武
村
一
、
五
〇
二
番
地
（
現
一
武
村
役
場
）
に
置
き
、
昭
和
三
〇
年
度
に
お

い
て
庁
舎
を
増
改
築
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
五
） 

出
張
所
の
位
置
、
職
員
の
定
数
お
よ
び
そ
の
事
務 

１ 

西
出
張
所
、
西
村
一
、
一
二
五
番
地
（
現
西
村
役
場
） 

２ 

木
上
出
張
所
、
木
上
村
二
、
三
七
五
番
地
（
現
木
上
村
役
場
） 

３ 

出
張
所
職
員
各
三
名
、
使
丁
各
一
名
と
す
る
。 

４ 
所
掌
事
務 

ア 
戸
籍
お
よ
び
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務 

イ 

配
給
に
関
す
る
事
務 

ウ 

村
税
そ
の
他
納
入
に
関
す
る
事
務 

工 

諸
証
明
に
関
す
る
事
務 
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オ 

そ
の
他
必
要
な
事
務 

（
六
） 

助
役
の
定
数 

 

一
名
と
す
る
。 

（
七
） 
議
会
議
員 

１ 

議
員
の
定
数
は
、
地
方
自
治
法
第
九
一
条
第
二
項
に
よ
り
定
数
を
減
少
し
て
二
一
人
と

す
る
。 

２ 

議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数
を
左
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
一
選
挙
区 

 

西 
村 

 

七
名 

第
二
選
挙
区 

 

一
武
村 

 

七
名 

第
三
選
挙
区 

 

木
上
村 

 
七
名 

（
八
） 

農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
三
四
条
第
一
項
に
よ
り
各
村
農
業
委
員
会
を
地
区
委
員

会
と
し
、
昭
和
三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
存
置
し
、
昭
和
三
一
年
四
月
一
日
、
合
体
す
る
も

の
と
す
る
。 

（
九
）
教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
を
適
用
せ
ず
、
新
た
に
選
挙
す
る
も
の
と
す
る
。 

(

一
〇) 

合
併
関
係
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ

る
関
係
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
村
の
一
般
職
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保

有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
村
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の
身
分

取
扱
い
に
関
し
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
す
べ
て
を
通
じ
て
公
正
に
処
理
す
る
。 

３ 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
村
合
併
後
一
年
以
内
に
退
職
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

新
村
普
通
退
職
手
当
額
の
二
倍
の
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
別
に
考
慮
す
る
が
、
原
則
と
し
て
各
合
併
関
係
村
に

お
い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
一
） 

部
落
駐
在
員
（
部
落
会
長
、
嘱
託
駐
在
書
記
、
駐
在
員
） 

合
併
関
係
村
の
部
落
会
長
、
嘱
託
駐
在
書
記
、
駐
在
員
は
、「
区
長
」
と
し
て
こ
れ
を
存
置

し
、
逐
次
整
理
統
合
す
る
。 

（
一
二
） 

資
産
お
よ
び
負
債
の
帰
属
、
処
分 

１ 

行
政
財
産
は
、
い
っ
さ
い
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
本
財
産
は
、
い
っ
さ
い
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
山
林
お
よ
び
土

地
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
左
記
の
と
お
り
認
め
る
も
の
と
す
る
。 

ア 

山
林
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
地
区
薪
炭
村
と
し
て
地
上
権
を
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

（
ア
） 

割
合 

西
約
一
〇
〇
町
歩
、
一
武
約
三
〇
〇
町
歩
、
木
上
約
一
〇
〇
町
歩 

（
イ
） 

地
上
権
の
存
続
期
間
は
、
五
〇
年
と
し
、
旧
村
の
意
思
を
尊
重
し
て
期
間
満

了
前
一
年
に
お
い
て
更
新
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
ウ
） 

地
上
権
の
地
代
は
、
一
か
年
に
つ
き
一
〇
〇
町
歩
当
り
五
〇
〇
円
以
内
と
し
、

新
村
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
エ
） 

地
上
権
の
管
理
お
よ
び
使
用
に
つ
い
て
は
、
条
件
を
設
け
特
に
左
記
の
事
項

を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

○ 

各
地
区
ご
と
に
管
理
委
員
会
を
置
く
こ
と
。 

○ 

新
加
入
者
は
、
そ
の
地
区
の
住
民
に
限
る
こ
と
。 

○ 

加
入
金
お
よ
び
使
用
料
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。 

○ 

加
入
金
、
使
用
料
、
そ
の
他
の
収
益
は
、
そ
の
地
区
の
管
理
委
員
会
に
交
付
し
、

管
理
費
等
に
あ
て
る
も
の
と
す
る
。 

（
オ
） 

薪
炭
林
以
外
に
針
葉
樹
林
の
造
成
を
な
し
た
場
合
は
、
五
分
林
と
す
る
こ
と
。

 

イ 

土
地
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
認
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
ア
） 

一
武
村
字
踊
場
二
、
一
九
六
番
の
一
、
同
二
、
一
九
六
番
の
二
の
山
林
の
う

ち
一
武
中
学
校
と
畜
産
会
館
と
の
間
に
あ
る
開
拓
地
の
排
水
路
を
境
界
と
し
て
、
そ

の
西
部
一
帯
の
山
林
地
帯
お
よ
び
畜
産
会
館
敷
地
全
部
は
、
新
村
の
管
理
の
ま
ま
一

武
中
学
校
お
よ
び
畜
産
会
の
共
用
に
す
る
こ
と
。 

（
イ
） 

一
武
村
字
雪
草
、
字
浦
田
、
字
清
尾
お
よ
び
字
尾
丸
は
、
一
武
村
畜
産
会
員

の
採
草
地
と
す
る
こ
と
。 

３ 
既
設
の
部
分
林
契
約
は
、
一
武
村
の
規
則
に
準
じ
新
村
に
移
行
す
る
。 

４ 

負
債
（
一
時
借
入
金
を
除
く
。）
は
、
全
額
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
一
三
） 
新
村
の
大
字
お
よ
び
小
字
名 

新
村
の
大
字
名
は
、
西
、
一
武
、
木
上
に
大
字
を
冠
し
、
小
字
名
は
従
来
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
四
） 

消
防
団
の
統
合 
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１ 
 

現
在
の
三
か
村
の
消
防
機
械
器
具
は
、
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

現
一
武
村
役
場
に
消
防
本
部
を
置
き
、
合
併
関
係
村
の
各
分
団
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
。

（
一
五
） 

 

村
税
そ
の
他
の
滞
納
整
理

（
一
六
） 

 

国
民
健
康
保
険

 
 
 
 
 
 

国
民
健
康
保
険
事
業
は
合
併
と
同
時
に
統
合
し
、
全
区
域
内
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
七
） 

 

事
業

（
一
八
） 

 

左
の
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。

 
 
 
 
 
 

農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
森
林
組
合
、
青
年
団
、
婦
人
会
、
そ
の
他
の
団
体

（
一
九
） 

 

村
民
税
の
賦
課
率

 
 
 
 
 
 

村
民
税
は
、
均
一
課
税
と
す
る
。

４ 
 

合
併
村
の
三
役
と
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
村
の
現
況
表

 
 

関
係
村
に
お
け
る
土
木
、
耕
地
そ
の
他
各
種
の
継
続
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
は
、

継
統
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

 
 

合
併
村
の
村
税
そ
の
他
の
収
入
金
で
収
入
未
済
分
は
、
村
合
併
と
同
時
に
新
村
に
引
き

継
ぐ
も
の
と
す
る
。

村
長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

村

名

西

村

一
武
村

木
上
村

尾
方

等

馬
場
亭
一
郎

中
村

一
二

川
嶋

清

浅
生

利
夫

荒
木

時
宝

尾
方

政
敏

東

七
三

宮
崎

袈
男

平
野

広
喜

上
田

芳
高

税
所

静

金
山

幸

尾
里

勝
一

前
田

一
美

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人

人
人

戸人

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

三
七
八
、
三
四
五

四
〇
、
三
五
〇

三
二
〇
、
五
一
五

一
七
、
四
八
〇一

一

一
〇
八
、
〇
一
五

一
七
、
九
一
〇

一
、
四
四
七

五
、
一
三
五

―

三
一
三

一
二
、
六
二
二

八
一
七

一
一
、
八
〇
五

一
、
九
五
二

一
、
二
六
七

六
八
五

八
四
・
〇
五

二
、
四
五
一

一
四
、
三
〇
四

一
三
二
、
〇
〇
〇

一
七
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

三
一
、
二
九
〇

六
、
四
四
七

六
五
四

二
、
七
七
〇

―

一三

四
、
七
三
三

五
六
六

四
、
一
六
五

四
九
〇

一
六
三

二
九
・
二
〇

三
二
七

八
三
四

五
、
二
二
三

一
二
二
、
六
八
〇

一
〇
、
六
〇
〇

九
九
、
六
〇
〇

一
二
、
四
八
〇

―

四
〇
、
二
六
五

六
、
二
五
七

一
、
〇
六
〇

四
一
〇

―

一六

三
、
九
四
〇

一
五
八

三
、
七
八
二

六
六
七

二
五
八

二
三
・
一
四

四
〇
九

七
七
一

四
、
六
〇
七

一
二
三
、
六
六
五

一
二
、
七
五
〇

一
一
〇
、
九
一
五

― ―

三
六
、
四
六
〇

五
、
二
〇
六

三
八
三

一
、
三
〇
五

―

一四

三
、
九
四
九

九
一

三
、
八
五
八

七
九
五

二
六
四

三
一
・
七
一

五
三
一

八
四
六

四
、
四
七
四

錦

村

西

村

一

武

村

木

上

村

合

併

村
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